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   病院整備計画の公募の中間報告について 
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病院整備計画の応募状況について 

 

 

１ 公募の受付期間 
 

  平成３０年７月２３日～８月２４日 

 

 

２ 応募状況 
 

  ５７医療機関  ３,１４１床 
 

保健医療圏 
公募対象 

病床数 

応募 

医療機関数 
応募病床数 

南 部 ２３２ ７ ５８６ 

南 西 部 １０４ ８ ２５４ 

東 部 ４５０ １２ ６３０ 

県 央 １２７ ３ １６９ 

川越比企 ３２５ ９ ５７６ 

西 部 １９３ １０ ３３６ 

利 根 ２０７ ８ ５９０ 

合  計   １,６３８ ５７ ３,１４１ 

  ※さいたま、北部及び秩父保健医療圏は除く 

 

 

３ 今後のスケジュール（予定） 
 

  ・地域医療構想調整会議（応募医療機関の出席と説明、協議） 

                     平成３０年１１月 

  ・埼玉県医療審議会に諮問、採用する病院整備計画の決定 

                     平成３１年  １月 
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地域医療構想調整会議について 

                        

 

１ 設置根拠と役割 

 ・〈医療法〉 

    「医療計画において定める将来の病床数の必要量を達成するための方策

 その他の地域医療構想の達成を推進するために必要な事項について協議

 を行う場」（第３０条の１４第１項） 

 ・〈地域医療構想を踏まえた病床の整備に当たり都道府県が留意すべき事項

 について〉 

    「新たに病床を整備する予定の医療機関に対して、開設等の許可を待た 

  ず、地域医療構想調整会議への参加を求め、新たに整備される病床整備計

  画と将来の病床数の必要量との関係性などについて協議を行うこと。」 

                      （平成２９年６月２３日厚生労働省医政局地域医療計画課長通知） 

 

２ 構成員 

 ・〈医療法〉 

   「診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その 

    他の関係者」（第３０条の１４第１項） 

 ・〈地域医療構想策定ガイドライン〉 

   「参加者については、医療法に規定されているが、医師会、歯科医師会、

    薬剤師会、看護協会、病院団体、医療保険者、市町村など幅広いものとす

    ることが望ましい。」（平成２７年３月３１日厚生労働省医政局長通知） 

 

３ 主な協議内容（病院整備計画の公募関係） 

 増床する病床が担う医療機能が地域に不足している機能かどうか 

 ・地域の医療提供体制のバランスへの影響 

 ・医療従事者確保の実現性・妥当性  

 

４ 会議の開催予定 
 

 
二次保健医療圏 開催日 

南部 １１月１９日（月） 

南西部 １１月 ７日（水） 

東部 １１月２９日（木） 

県央 １１月 ８日（木） 

川越比企 １１月２７日（火） 

西部 １１月１６日（金） 

利根 １１月２０日（火） 


